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【手続補正書】
【提出日】平成27年12月17日(2015.12.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　なお、各端末ＵＥの優先度は、各端末ＵＥから直接ＷｉＦｉルータ１０に通知されても
よいし、無線基地局ｅＮＢを介して間接的にＷｉＦｉルータ１０に通知されてもよい。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
  また、同一の優先度を有する端末ＵＥが複数存在する場合には、設定部１２は、端末Ｕ
Ｅごとに、ベアラを設定するように構成されていてもよいし、優先度ごとに、ベアラを設
定するように構成されていてもよい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
  図３に示すように、ステップＳ１０１において、ＷｉＦｉルータ１０は、優先呼端末Ｕ
Ｅ＃１が接続されたか否かについて判定する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００４８】
  図５に示すように、ステップＳ２０１において、ＷｉＦｉルータ１０は、優先呼端末Ｕ
Ｅ＃１が接続されたか否かについて判定する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
  図６（ａ）に示すように、ＷｉＦｉルータ１０と無線基地局ｅＮＢとの間で低優先呼ベ
アラが設定されており、ＷｉＦｉルータ１０に優先呼端末ＵＥ＃１及び一般呼端末ＵＥ＃
２が接続されている状態で、制御部１３は、優先呼端末ＵＥ＃１からのデータの伝送速度
（データレート）が所定閾値を下回った場合（すなわち、優先呼端末ＵＥ＃１からのデー
タのＱｏＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ  ｏｆ  Ｓｅｒｖｉｃｅ）を担保できない場合）、図６（ｂ
）に示すように、一般呼端末ＵＥ＃２からのデータ（低優先度のデータ）を廃棄するよう
に構成されている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
  以下、図７を参照して、本変更例２に係る移動通信システムの動作、具体的には、本変
更例２に係るＷｉＦｉルータ１０について説明する。
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